
特定非営利活動法人

日本サステナブル投資フォーラム

定款

【第1章 総則】

本法人は、特定非常利活動法人 [」 本サ ステナブル投資フォー ラム (以 下「本会」

呼ぶ。)と 称する。

英文名称は、JSI「 とする。
ヽ
′

本会は、事務所を東京都港区に置く,

(名 称 )

第 1条
レ

2

(事務所

第 2条

【第2草 目的および事業】

(日 的 )

第 3条  本会は、以 ドの内容を日的 とする。

(1) サステナブルな投資・融資の分野における国内外の情報、アイデア、研究などにつ

いて興味を持つ金融機関、基金、企業、組織、研究者、個 人へ意見交換す る場の提供

(2) |口内外のサステナブルな投資・融資、及び金融市場の健企な発展の啓発・促進のた

めの情報の発信

(3) 企業のサステナ ビリテ ィに関す る情報公開の促進

(4) ‐ナステナブル投資・融資に関わる人材の育成

(5) 11記 (1)～ (4)を 通 じて、サステナブルな社会の構築に責任 を果たす企業、組

織、プロジェク トヘの健 全な投資・融資の資金の流れを加速 させ、社会ンステムの確

立に寄 ケする。

(特定非常利活動の種類)

第 4条 本会は、前条の |1的 を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行 う。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)環境の保全を図る活動

(3)人権の擁護又は F`和 の推進を図る活動

(4)11際協力の活動

(5)消費者の保護を図る活動

(6)|〕 lf各 号に掲げる活動を行 う団体の運千1又 は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

本会は第 3条の目的を実現するために、次の特定非営利活動に係る事業を行 う。

サステナブル投融資の利害関係者のコミュニケーションの促進に関する事業

サステナブル投融資に関する国内外における情報提供、意見交換、提言を行 う事業

サステナブル投融資に関する情報開示の促進を行 う事業

サステナブル投融資に関する研究を行 う事業

サステナブルな企業評価の枠組みに関する研究を行 う事業

サステナブル投融資に関する教育啓発を行 う事業
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(会員の種別)

第 6条 本会の会員は次の 1種 とし、これをもって、特定非常利活動促進法 (以 下「法」と

いう。)11の 社員とする。

(1) 正会員  本会の目的に賛同して人会した個人および団体.

(人 会 )

第 7条 本会の正会員になろ うとするものは、別に定める人会中込 書を会長に提出するもの

とす る

2 会長は、前項のものの人会を認めないときは、速やかに、理由を付 した占1面 をもっ

て本人にその旨を通知 しなければならない。

3 会員の入会資格は以 下のとお りとする.

(1)本会の目的 |こ 賛同するもの

(2)暴力団、暴力|]員 (暴 力|」 員でなくなった 11か
')5年

を経過 しないものを含む)、

暴力団関係企業、団体またはこれ ら1こ 密接 した関係者、および過去に民事・行政問題等に

関係 し違法な行為・不
｀
|な 要求を行った般歴のある者、その他これらの者に準 じる者など

(以下この定款では 「反社会的勢力」という、)でないもの

(退会)

第 8条 会員が、本会を退会しようとするときは、別に定めるス11会届を会長に提出 して、任

.ぎ に退会‐することが
~こ

きる

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する

) 退会届の提出をしたとき

) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅 したとき

)継 続 して2年以 L会 費を滞納 したとき

) 1余名されたとき

(除名 )

第 9条  会員が次の各 号のいずれかに該当するに至った場合には、当該会員にあらか じめ通

知すると共に、事前に弁明の機会を与えた うえで、理事会の議決を経て、 11該会員

を除名することができる

(1)本 会の定款に違反 した とき

(2)本 会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき

(3)公 序良俗に反する行為t,し くはその恐れのある行為をしたとき

(4)1直接又は間tIく を問わず、反 111会的勢力に与したとき

(5)そ の他前各けに準ずる行為をしたとき

(拠出金品の不返還)

第10条 本会は、会員がすでに納入 した会費およびその他の拠出企品は返還 しない

【第4章 役員および役職者】

(役 員の種別および定数)

第 11条  本会に次の役 員を置 く.

(1)理 事  3名 以 L3()名 以 ド 理事の うち 1名 を会長とし、

(会長の兼務 哺  とす る。

(2) 監 事  1名 以」■2名 以 下

(役員の選任 )

第12条 理事は、 lI会 員の うちか ら総会において選出する。

2 会長および代表理事は理 `卜の 圧選に にる。

3 監事は総会で選任 され る。

3名 以内を代表り1!事
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4 監■は
'L事

または本会の職 :1を 兼ねてはならない。

5 役 itの うちには、それぞれの役 :ミ について、その配偶者若 しくは 3親等以内の親族

が 1人を超ぇて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員

総数の 3分の 1を超えて含 まれてはならない。

(役員の職務 )

第13条 会長は、本会を代表 し、その来務を統括する。

2 代表理 l・ は会長を補佐 し、その業務を執行する。

3 理事は、理 事会を構成 し、定款および細則の定め、総会および理事会の議決に基づ

き本会の業務を執行す る。

4 代表メ|:i「 は、会長に事故があるときまたは欠けたときには、理事会においてあらか

じめ定めた順序によりその職務を代行する。

5 監 'II■ 、次に掲げる職務を行 う̀

(1)理 'Fの 准務執行の状況を監査すること

(2) 本会の財産の状況を監査す ること

(3) 前 2))の規定による監査の結果、本会の業務の遂行または財産に関 して不 1卜 の

行為または法令もしくは定款に違ナヽぇする重大な事実があることを発見 した場合に

は、これ を総会または所轄庁に報告すること

(4) 前 )ナの報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

(5) コ1.IIの業務執行の状況 または本会の財産の状況について、理事会に出席 して意見

を述べ、または理事会の招集を請求すること

(役員の任期 )

第14条  役員の任期は2年 とする。ただ し、再任 を妨げない
^

2 欠員または増員により選任 された役員の任期は、それぞれの前任者 または現任者の

任期の残任期間 とす る。

13 役員は、在任者が理事3名 以内、監事 1名 以内の場合に限 り、辞任 または任期
`「

満」
´
後

においても、後任者が就任するまで役員はその任にあるもの とする。

(役員の解任 )

第15条 役員が次の各号のいずれかに該当す るときには、総会に出席 した」E会員の過半数の

議決をもつて解任することができる。ただ し、その役員に対 し、総会の議決の前に弁

明の機会を与えなければな らない。

(1) 心身の故障のために職務の執行に耐え得ないと認められたとき

(2)職 務 11の 業務連反、その他役員としてふ さわ しくない行為があると認められた と
キ
C

(役 員の報酬・弁済等)

第16条 役員は、無報酬とする.

2 役負には、その職務を執行するために要 した費用を弁済することができる.

3 弁済額および弁済|こ必要な',項は、理事会において別に定めるものとする。

(役職者 )

第17条 本会に役職者を置くことができる(

2 役職イとは、相談役及び顧間をい う。

3 相談役は、1'1事:会 の推薦により、会長が理事経験者である正会員に委嘱する.

4 顧間は、
'1事

会の推薦により、会長が委嘱する。
5 本H談役および顧間は、本会の運営に関して会長および代表理事の諮問に応 じ助言を

行い、■たは理事会の要請があるときは、これに出席 して意見を述べることができる。

6 相談役および顧間の任期については、第14条第1項の規定を準用する。

【第5章 総会】

(千重らll)

第18条 本会の総会は、通常総会および臨時総会の2種 とする

●
●



(構成 )

第19条

(権能 )

第20条

(1)

総会は、正会員を以って構成す る。

総会は以下の事項について議決す る。

定款の変更

解散

合併

事業報告及び収支決算

役員の選任

役員の解任

残余財産の帰属

その他、理事会が総会に付議すべき事項 として議決 した事項

(開催 )

第21条

2

(1)
(2)

'F:常

総会は、毎年 1回、毎事業年度終了後 3ヶ 月以内に開催する。

臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

理事会が必要と認めた場合

正会員総数の 5分の 1以 Lから会議の目的を記載 した書面 (電子メールを含む)

によって開催の請求があった場合

(3) 第13条第 5項第 4号の規定により、監事から招集があった場合

(招 集)

第22条 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除き会長 と代表理事が合議 し、会長が招集する。

2 総会の招集は、日時、場所、日的および審議事項を記載 した書面 (電子メーールを含

む)|こ よって、開催 日の7日 前までに通知をしなければならない。

3 会長は、前条第 2項第 2号の規定による請求があったときは、速やかに臨時総会を

開催 しなければならない。

(議長 )

第23条 総会の議長は、出席 した1[会員のうちから会長 と代表理事が合議の 1■ 、指名する。

(定足数)

第24条 総会は、正会員総数の 3分の 1以 上の出席をもって成立する。

(表決 )

第25条 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席 したI会員の過半数をもって決

し、打否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会における各正会員の表決権は平等である。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決に加わる

ことはできない。
4 総会における議決事項は、第22条 2項の規定によつてあらかじめ通知した事項とす

る。

(書面表決等)

第26条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは

電磁的方法をもって表決 し、または出席する正会員を代理人として表決を委任する

ことができる。
2 前項の規定により表決 した正会員は、第24条 の規定の適用については出席 したもの

とみなし、前条第3項の規定を準用する。

(議事録)

第27条 総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が

ある場合にあつては、その数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概観及び議決の結果
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(5)議 事録署名人の選任に関する [卜項

2 議 事録には、議長及びその総会において選任 された議事録署名人 2名以上が署名、

押印する.

【第6章 理事会】

(構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する、

(権能 )

第29条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の事項を議決する。

(1) 会費に関する事項

(2) 総会に付議すべき事項

(3) 総会の議決 した事項の執行に関する事項

(4) その他、会 f'`の 執行に関する」「項

(開 催)

第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認、めたとき

(2)理 事総数の 3分の 1以上から、会議の目的である事項を記載 した■面 (電子メーー

ルを含む)に よって招集の請求があったとき^

(3) 第13条第 5項第 5号の規定により、監事から招集の請求があった場合

(招 集)

第31条 理事会は、会長と代表理事が合議の上、会長が招集する。

2 理妻会を招集するときは、日時、場所、目的および審議事項を記載した書面 (電「
メーールを含む)に よつて、開催 Hの 7日 前までに通知をしなければならない.

3 会長は、前条第 1項第 2号および第 3号の規定による請求があったときは、速やか

に理事会を招集しなければならない。

(議 長)

第32条 理事会の議長は、|‖席理事の互選により決定する。

(定足数)

第33条 理事会は、理 」1総数の 2分の 1以 卜の出席をもって成立する.

(表決)

第34条 月!事会の議事は、出席理事の過半数をもって決 し、可否同数の場合は議長の決する

ところによる。

2 理事会における各理事の表決権は平等である。

(, 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、当該議決に加わることは

できない。

(書ピri表決等)

第35条 ′I事会に出席できない理事は、あらか じめ通知された事項について、普面をもって

表決 し、または出席する理事を代理人とし、表決を委任することができる。

2 1前項の代理人は、代理権を証する書面を議長に提出 しなければならない。

13 第 1項の規定により表決 した理'「は、第33条の規定の適用 |こ ついては理事会に出席

したものとみなし、前条第 3項の規定を準用する.

4 理事会の議決 'Fllミに関し、会に及び代表理事が合議の上必要と認めた場合には、■1

.卜
会開催に代え議決事項を記載 した書面 (含むtrメ ール)を送付 し、各理事の決済

を求めることができる。

なおこの場合前各項の規定を準,1し 、表決は同答期限当日事務局到着分までを有効

とする。

(議 事録)

第36条 FI学会の議事については、議事録を作成 し、議 1ておよび理事会において選任 された

i議 事録署名人2名 が記名押印または署名し、これを保存する。

″
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2 前条第4項についての議事録は、表決結果を記した記録を事務局で作成し、議長お

よび理事会において選任された議事録署名人2名 が記名押印または署名 し、これを保

存する.

【第8章 資産および会計】

(資産の構成)

第37条 本会の資産は、次の各 けに掲げるものをもって構成する。

会費収入

設立当初の財産日録に記載された資産

寄付金品

資産から生じる収入

事業に伴 う収入

その他の収入

(資産の管理)

第38条 本会の資産は会長が管理 し、その方法は理事会の議決を経て、会長と代表理事が合

議の上、別に定める。

(会計の原則)

第39条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行 う。

(経費の支弁)

第40条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度 )

第41条 本会の事業年度は、毎年 1月 l日 に始まり、同年12月 31日 をもって終わる。

(事業計画および収支予算)

第42条 本会の事業計画およびこれに伴 う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成 し、理

事会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長

は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準 じ収入支出するこ

とができる。

2 前項の収入文出は、新たに成立した予算の収入文出とみなす。

(予備費のロン支定及び使用)

第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費をもうけることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収人支出とみなす。

(予算の追加及び更正)

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が発生 したときは、総会の議決を経て、既定予算の

追加又は更正をすることができる。

(事業報告および収支決算)

第46条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類

は、会長が事業年度終了後、速やかに作成 し、監事の監査および理事会の議決を経

たうえ、通常総会の承認を得なければならない。

(臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、また

は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

(剰余金の処分)

第48条 本会の決算において剰余金を4iじ たときは、次事業年度に繰 り越す。

【第9章 定款の変更、解散および合併】

(1
２

３

４

５

６

´
０

(定款の変更 )



第′19条 この定款を変更するときは、総会に出席 した正会員の 3分の 2以 11の議決を経、か

つ法第25条 第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならな

い .

2 軽微な 事項 として法第25条第 3項に規定す る以 ドの牛項を除いて所轄庁の承認を

得なければならない

(ア )主たる事務所及び従たる■務所の所在地 (所轄庁の変更を伴わない もの)

(イ )資産に関する事項

(ウ )公告の方法

(角子1歌 )

第50条 本会は、次に掲げる事由により解散する

(1) 総会の決議

) 目的 とする特定非常利活動 |こ係 る」「業の成功の不ilヒ

) 正会 11の 欠亡

)合 併

) 石皮産

) 所轄庁による設立の認証の取 り消 し

2 前項第 1'ナの事由により解散する場合は、総会において正会員総数の 3分の 2以 ll

の議決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の規定に基づき解散する場 合は、所轄庁の認定を得なければな らない。

4 この法人が解散 したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属 )

第51条 本会が解散 (合併また|■破産による解散を除 く。)の際に有する残余財産は、法第

11条第 3項に掲げるものの うちか ら、総会において出席 した正会 ilの過半数をも )́

て決 した ものに譲渡す る.

(合併)

第52条 本会が合併する場合には、総会において正会員総数の 3分の 2以 11の 議決を経、か

つ、所轄庁の認定を得な 1す ればな らない
.

【第10章 運営委員会および事務局】

(正甘委員会)

第53条 理事会は会務の執行を|]l滞 なものにするために運営委員会を設置することができ

る。

2 理事会は正会員の中から運営委員会の委員 (運営委員)を選任する。

3 運営委員会に関する規則は理事会で定める。

4 運営委員は 30名以内とする。

5 本会設立後 6ヶ 月以内の運営委員の選出においては、会長の ‐
任にて選出すること

ができる.

(｀F務局)

第54条 木会 |二 |ヤト務局を置く,

2 事務局の組織および運営に関 して必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に

定める。

【第11章 公告の方法】

第55条 本会の公告は、本会の掲示場に掲不するとともに官報に掲載して行 う。ただ し、法

第 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告にン)ぃては、本会のホームヘージ

1こ才3い
‐
Cイ j:う 。

,

3

4

D

6



【第12章 雑則】

第56条 この定款の実施 |こ必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
2 この法人の正会員種別及び年会費に関する規定については、運営委員会の決議を

経、代表理事及び会長が承認することで定める.

附  則

1 本会の成立当初の役員は次に掲げるものとする.

会長

代表理 'F

理事

同

同

1司

1司

1司

同

同

1司

同

1司

同

同

同

1司

同

同

監事

同

星野

後藤

秋山

稲岡

大川

川合

木内

佐欠間

首藤

蘭田

高見

原 良

菱沼

菱山

水 口

官城

森

山口

山本

寺田

中村

進保

敏彦

をね

稔

澄人
■ =′
ン

｀

孝

京千

治男

孝博

子

予

　

樹

二

恵

綾

幸

也

俊

隆

剛

・

一
　

．
　

・　

．
　

ヽ

一

　

一

　

一
　

　

ノ

・・

¨
ギ
良

良

義

この定款は、｀
「

成 28年 8月 l日 か ら施行する。

この定款は、 1ら成 30年 6月 2511から施行する。

この定款は、令和 1年 6月 111か ら施行する。
この定款は、東京都の認証後に施行する。

  

０
●



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・ 定款 変更用

2024年度 事 業 計 画 書

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【750】 千円 )
定款に記載

された
事業名

事業内容 日‖寺 場所
従事者
人数

受盗
対象者
範囲

受盃
対象者
人数

事業費
(千 円)

サ ステナ ブル
投融 資の利 害
関係 者 の コ ミ
ュ_ケ ー シ ョ
ンの促進 に関
する事業

有識者を招いての意見交
換会を実施。

通年 Zoom 数名 会 員 約 50名 50,000

サステナブル
投融資に関す
る国内外にお
け る 情 報 提
供、意見交換、
提言を行 う事
業

海外関係者 との交流や官
公庁のパブ リックコメン
トヘの意見提出。

通 年 Zoo111 約 10名 不特定多
数

不特定多
数

500,000

サステナブル
投融資に関す
る情報開示の

異
進を行 う事

日本に拠点を有する機関
投資家を対象 としたアン
ケー ト調査を実施。

8～9月 東京都 数 名
不特定多
数

不特定多
数

100,000

サステナブル
投融資に関す
る研究を行 う
事業

2025年春発行予定のサス
テナブル投資白書 2024
の製作。

7～ 12月 東京都 数 名
不特定多
数

不特定多
数

50,000

サステナブル
な企業評価の
枠組みに関す
る研究を行 う
事業

未 定

サステナブル
投融資に関す
る教育啓発 を
行 う事業

早稲田大学大学院経営管
理研究科の授業の支援。
会員企業の若手社員の交
流・意見交換の場づくり。

通 年
東京都
Slack 数名

早稲 田大
学の学生
会員

約 100名 50,000

特定非営利活動法人__旦壺型2亘」三菱」塾菫Z左二
=2生

__

1 事業実施の方針

近年、海外関係者 との意見交換が増えてお り、交流を通 じて世界の最新の動向を会員およびサステナ

ブル投融資に関心を持つ国内関係者へ情報共有を行 うことを重視 している。また毎年実施するアンケー

ト調査、2年に 1度発行する白書は、国内関係者はもちろん、海外関係者が日本の状況を把握するための

情報源 となってお り、団体の中核事業となっている。



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・ 定款変更用

20251年度

特定非営利活動法人 日本サステナブル投資フォーラム

1 事業実施の方針

近年、海外関係者との意見交換が増えてお り、交流を通 じて世界の最新の動向を会員およびサステナ

ブル投融資に関心を持つ国内関係者へ情報共有を行 うことを重視 している。また毎年実施するアンケー

ト調査、2年に 1度発行する白書は、国内関係者はもちろん、海外関係者が日本の状況を把握するための

情報源となつてお り、団体の中核事業となっている。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非常利活動に係る事業 (事業費の総費用 12100】 千円 )
定款に記載

された
事業名

`卜 業内容 同時 場 所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

サ ステナ ブル

投 融 資 の利 害
関係 者 の コ ミ
ュ_ケ ー シ ョ
ンの促 進 に関
する事業

有識者を招いての意見交
換会を実施

通年 Zoom 数名 会員 約 50名 100,000

サステナブル
投融資に関す
る国内外にお
け る 情 報 提
供、意見交換、
提言を行 う事
業

海外関係者 との交流や官
公庁のパブ リックコメン
トヘの意見提出

通 年 Zoom 約 10名 不 特 定
多数

不 特
′1■

人1二

多数
700,000

サステナブル
投融資に関す
る情報開示の
促進を行 う事
業

日本に
投資家
ケー ト

拠点を有する機関
を対象 としたアン
調査を実施

8´
ヽ́9り i 東京都 数名

不 特 定
多数

不 特 定
多数

100,000

サステナブル
投融資に関す
る研究を行 う
事業

サ ステ ナ ブ
2024(日 ・英
表。

ノレ投 資 白書
の製作 。発) 東京都 数名

不 特 定
多数

不 特 定
多数

1,000,000

サステナブル
な企業評価の
枠組みに関す
る研究を行 う
事業

2025年 3月 に公表予定の
「サステナビリティ開示
基準」を受けて意見交換
会等を実施する。

通 年 Zoom 数名 会員 約 50名 100,000

サステナブル
投融資に関す
る教育啓発を
行 う事業

早稲田大学大学院経営管
理研究科の授業の支援。
会員企業の着手社員の交
流・意見交換の場づくり。

通年
東京都
Slack 数名

早 稲
「

|

大 学 の
学生
会員

約 100名 100,000

事 業 計 画 書

1～ 5月



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

2024年 度 活動予算書 (そ の他事業が生上場合)

設立・定款変更用

特定井営利着勁議人 日本サステナブル技責フォーラ/、

1受
正会員受取会費
贅助会員受取会費

6,820,000
0

受取寄お金
施設等受入評価益

受取補助仝
取

サステナブル投融資の利害関係者のコミュニケ~ン ヨンの促進に関する事業
サステ十プル投籠資に目する日

'ヽ

■にお1,る 情報提供.意見交換.撻音を行う事黎
サステナブル投融資に関する情OR開示の促進を行う事業
サステナブル投融資に関する研究を行う事業
サステナブルな企業評価の枠組みに関する研究を行 う事業

ｍ
。
ｏ
。
。
。

50

~/ル

5()

5 そ

■取ヨl.自

の

A

870

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

会議費
旅費交通費
施設等評価■,H

減価償却費
印刷製本費
議会費
システム費用
謝ネL

その他

50,000
0
O

O

O
5(X,(XX)

1(X.(XX

50.000
50,000

の(2

役員報酬
給料手当
退職給付費′i:
福利厚生費
法定福利費

0

1.2∞ .000

(1)人

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
業務委託費
会議費
支払手数料

∝Ю

0

α)()

000

000

01

0001

∝Ю

O)()

の

200.
(2)その

lα ).

3∞ .

10,

270.

100.

70

50

|メ)0

B

(,5()A

過年度損益修正益
円

却損

修正

固 定 _111

災待損失

D

人 及
:

.住 民

正 味

91)6

()

… メ4)



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

2025年 度 活動予算書 (そ の他事業が生登場合)

設立・定款変更用

特定非書

"活
動法人 日本サステ

'ブ
ル技責フオーラム

正会員受取会費
贅助会員受取会費

6.8(Ю .(X)0

()

受取寄附金
施設等受入評価益

5(X,.000受取補助金

サステナブル投融資の利害関係者のコミュニケーションの促進に関する事業
サス・′十プル投壼資こヽ関する国内外における情報晏供.意 見交換.堤言を

`iう

事業

サステナブル投融資に関する情報開示の促進を行 う事実
サステナブル投融資に関する研究を行う事業
ナステナブルな企業評価の枠組みに関する研究を行う事業

50,000
0
0

1,(XЮ .(XX

0

0

4

50

5 そ

■取利息
の

用

(1)人件費
給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

3.3∞,∞01

。
|

01

01

|

(2)その他経費
会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費
議会費
システム費用
謝礼
その他

200,000
()

0

0

1.∝Ю.(XX,

5(().0()()

150,(,0()

50,0(X)

1(Ю ()(X)

5.300.000

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
法定福利費

(1)人

ｏ
ｍ
ｍ

ｍ
ｍ

0

1,300,000

(2)その他経費
消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
業務委託費
会議費
支払手数料
その他

200,

1(Ю ,

3∞ ,

10,

270.

lα).

70.

延

0())

0

0)()

000
0001

0.

∝Ю

∝Ю

000

0001
3.(,50.000

B

(XX

A B 50

C

1占|■ 産売却益

過年度損益修」:益

,11■ 11'(

L¬

C D 0

人税.住 及び事業税

f 金   留 ヒ金量__

;ヨ :用 ,
: 減 額

: 常  外  収

嘔

L聾

,外 費 用
|

: 味




